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吉田高校と向原高校の
特色ある活動をシリーズで紹介します。

広島県立吉田高等学校　吉田町吉田719-3　☎42-0031

事前に練習して、上手に書くコツなどを予習して臨みました。
ただ、自分で書くのと教えるのとでは全く違い、小学生が分か
る表現で伝えるということが難しかったです。なかなか伝わら
なくて手こずることもありましたが、みんな楽しそうに取り組
んでくれて安心しました。書道の魅力に触れて、関心を持って
くれる子たちが増えてくれるとうれしいです。

書道部 2年　原 光太朗さん

　地域のイベントや祭りなどで「書道パフォーマンス」を披露
する吉田高校書道部。地域連携の取り組みとして、吉田小学校
の恒例行事である「書き初め展」のサポートを5年前から行っ
ています。今回は書道部11人に、書道を専攻する生徒3人も加
わった計14人が参加しました。感覚を言葉で伝える難しさを
実感しながらも、小学生との交流を楽しみました。

書き初めを通して小学生と交流 吉田小学校に
出向いて

書き初めレッスン♪

令和5年1月1日時点で、本市に住民票があり、申告が必要な方は最寄りの相談会場で令和4年中の収入などを申告
してください（期間中は「確定申告」の相談も受け付けます）。　※郵送での申告も可能です。

● 給与の源泉徴収票
● 公的年金の源泉徴収票
● 農業収支内訳書および収入、支出の金額
などがわかるもの（領収書・預金通帳など）

● 生命保険などが満期で一時金収入がある
場合は、保険会社が発行した証明書

● 青色申告   
● 住宅の新築等で住宅借入金等特別控除の適用が1年目の申告
● 令和3年分以前の申告 
● 外国税額控除の申告 
● 相続または贈与税に係る申告
● 災害に係る雑損控除の申告（市の申告会場へ来られた場合、税務署へ案内します）
● 譲渡所得などの分離課税の申告（給与や年金、農業などの総合課税の所得とは分離して税額を計算するもの）

● 令和4年中に支払った医療費金額の集計、および明細書
　（医療費控除の申告をする方）
● 収支内訳書（営業、農業、不動産所得がある方）
● 税引前の支払金額、所得税、住民税の集計
   （総合課税の配当所得のある方で支払通知書が多い場合）

● 農業、商工業、不動産などの収入があった方
● 給与以外の収入（農業・年金など）があった方
● 年金以外の収入（農業・不動産など）があった方
● 医療費控除など年末調整で控除されていない控除を受ける方
● 国民健康保険に加入している方

・収入が無い場合でも必ず申告してください。申告しない場合、国民健康保険税の軽減措置が
行われないなど、不利益を受けることがあります。
・確定申告用の納税証明書が必要な方は、税務課、または各支所窓口係で証明書の交付を
申請してください（運転免許証・公的医療保険の被保険者証などが必要です）。

令和4年分 住民税（市県民税）申告相談 相談期間：2月16日（木）～3月15日（水）

申告が必要な方

● 所得税の還付を受ける場合は、申告する方の口座情報がわかるもの（預金通帳など）
● 本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
● 本人および扶養になる方の個人番号確認書類（マイナンバーカード、通知カードなど）
● 利用者識別番号がわかるもの（利用者識別番号取得者のみ）

申告に必要なもの

特殊な申告は税務署へ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
以下の書類の事前作成にご協力をお願いします。

□税務課　市民税係　☎・お太助フォン 42-5614　　42-2130問

﹇ 

収
入
関
係 
﹈

● 生命、地震保険料の支払証明書
● 社会保険料などの支払証明書または領収書
● 医療費控除の明細書
● 障害者手帳（証明書）
● 寄附金控除を受けようとする場合は、寄附先
が発行した領収書・控除証明書など

﹇ 

控
除
関
係 

﹈

※確定申告書の控えに税務署の収受日付印が必要な場合は、宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を用意してください。
以下の申告をする方は税務署へ相談してください。税務署で所得税の確定申告をする方は市への申告は不要です。

・土地・建物の売却所得があるもの　・株式等の譲渡損失があり前年分以前の損失を翌年以降に繰り越すもの　
・山林所得があるもの

〈例〉

吉田税務署　☎42-0008令和4年分 確定申告

※不動産の売却、贈与税の申告相談は、担当が
従事する以下の日程のみ受け付けます。

●所得税・贈与税 3月15日（水）
●消費税・地方消費税（個人事業者）

《 令和4年分の確定申告・納期限 》

●開設期間　※土日・祝以外

　1月30日（月）～3月15日（水）
●受付時間 8：30～16：00
●相談時間 9：00～17：00

《 申告会場 》

●所得税 4月24日（月）
●消費税・地方消費税（個人事業者）

《 口座振替日 》

吉田税務署2階

スマートフォンなどの端末から確定申告ができます。
来場する必要がありませんので、積極的に活用してください。

e-Taxを活用してください 国税庁
確定申告書等
作成コーナー

スマホで簡
単！

確定申告

3月31日（金）

4月27日（木）

会場の混雑を緩和するため、入場整理券を配付します。

吉田税務署で来場時に直接配付します。
※配付状況に応じて、後日の来署をお願いすることがあります。
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会場への入場には「入場整理券」が必要です

当日会場で配付 基本対策
も

忘れずに

 １ 日（水）・２日（木）・ ７ 日（火）・
 ８ 日（水）・９日（木）・14日（火）・
15日（水）

３月

　昨年住民税を申告した方には「市民税・県民税・国
民健康保険税申告書」「申告の手引き」を1月末ごろ
に郵送します。「申告の手引き」を参考に自書で作成
し、郵送で提出してください。作成が難しい場合は、
申告会場で相談してください。

災害に係る雑損控除等の特殊な申告は税務署へ（20ページ参照）
農業申告など、市での相談が必要な場合は、事前に市の申告会場で相談してください。

国税庁公式LINEアカウントを
「友だち追加」して申し込んでください。

LINEアカウントで事前に発行

「
入
場
整
理
券
」

配
付
方
法

少人数で来場

マスクの着用

入口での検温
・手の消毒

納税は便利な口座振替を
ご利用ください。

事前集計をお願いします
事前に作成している方を
優先する場合があります。

□教育総務課　学校統合推進室　☎・お太助フォン 42-0049問

保護者説明会・アンケートを実施しました

第7回

　市長と教育委員会（教育長・教育委員）で構成する総合教育会議において、将来の子どもたちの学習環境の充
実のためには、「中学校統合は『1校案』が望ましい」との意見調整を行いました。昨年12月に開催した第2回保護
者説明会では、さまざまな視点から校数案を比較検討し、『1校案』に至った経緯を説明し、12月27日には一般
視聴可能なWEB配信も実施しました。今後は保護者からの意見を集約・公表し、さらに検討を進めます。

説明会の動画や資料などは
市ホームページに掲載しています。

次回はアンケートで頂いた意見などを紹介します。

素案の作成
保護者アンケートを踏まえて、
「学校規模適正化推進計画」の素
案を作成します。

意見の募集
「学校規模適正化推進計画」素案
に対して、市民の皆さんから意見
を募ります。

第2回保護者アンケート
説明会開催後、市内の保育所
（園）・幼稚園や小中学校に通う子
どもの保護者を対象にアンケート
を実施しました。

12月末～1月 1月末～2月 2 月末～
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